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工事監査の結果について（報告）  

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定に基づき工事監査を実施し

たので，同条第９項の規定によりその結果を報告します。  

 

１  監査の種類  

  地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定による監査  

 

２  監査の期日  

  平成２９年２月２２日（水）  

 

３  監査の対象  

  （仮称）新治地区小中一貫教育学校校舎増築建築主体工事  

 

４  監査の方法  

  所管課から工事概要の説明を受けた後，特定非営利活動法人  地域と行  

 政を支える技術フォーラムの協力を得て，入札・契約，基本設計・実施設  

計，積算などが適正かつ合理的に執行されているかといった観点から書類

審査を行った。  

 また，建設現場において，施工体制や建設状況を実査した。  

 なお，同法人の作成による「工事監査に伴う技術調査報告書」は別添の

とおりである。  

 

５  監査の結果  

  対象工事について，予算の執行及び事務処理は，おおむね適切かつ効率  

的に執行されているものと認められた。  

  なお，上記の報告書の総合評価においては，今回の調査で特に指摘すべ  

き項目は無いとの評価がなされたところであるが，専門技術士から寄せら  

れた検討課題及び改善点については，今後適切な対応を講じるよう望むも  

のである。  


